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１．制度の概要                                      

□市民活動団体が、「公益的な活動」を行っている際に起きた事故により、市民活動団体のメン

バーが怪我などの傷害を負った場合や市民活動団体が賠償責任を負った場合の負担を補償し

ます。「自分の楽しみの活動」、「趣味を深める活動」、「ＰＴＡ活動」などは、この制度の補償

の対象になりません。 

□単なる見学者など、不特定多数者は補償の対象になりません。 

□市が保険料を負担しますので、市民活動団体の負担はありません。 

 
２．補償の対象となる市民公益活動                               

□主たる活動拠点が市内にあり、かつ、構成員が５名以上の団体（構成員の７０％以上が市内

に居住していることが必要）による「公益的な活動」が対象となります。ただし、日本国外

の活動、営利・政治・宗教に係る活動を除きます。 

□市民公益活動の指導者は、無報酬の場合や交通費程度の実費を受取る場合のみが対象となり

ます。 
 

＜補償の対象となる公益的な活動の例＞ 

□地域社会活動 

自治会・町内会及びまちづくり協議会の活動のうち、総会や役員会など会議への参加、 

防災訓練、防犯パトロール、公園清掃、おまつりの準備・開催など 

   

＜自治会活動で対象となる場合＞ 

         ・自治会の計画に基づいている活動 

         ・参加者名簿を作るなど、参加者を把握できているもの 

           

 

＜自治会活動で対象とならない場合＞ 

・突発的に発生した活動 

・不特定多数の来場者 

例）親睦会、自治会内のサークル活動、自治会が主催するお祭りの 

一般参加者など 

※状況により補償の対象とならない場合もありますので、ご相談ください。 

□ボランティア活動 

朗読、手話、傾聴、折り紙、お手紙、託児、心のケアなど 

□まちづくり活動 

道路・公園清掃、花壇の維持、地産地消の啓蒙、国際交流(ホームステイは除く)など 

□その他公益的と認められる活動 

 
□ボランティア活動をしている４名以下の団体または個人の方は、我孫子市社会福祉協議会の

ボランティア保険に登録できます。詳しくは、ボランティア市民活動相談窓口『て・と・り・

あ（☎04-718５-5233）』までお問合せください。 
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３．補償等の内容                                    
 (１)傷害 

□傷害は、公益活動に参加する通常の合理的な往復経路での事故、公益活動中の車両事

故によるものも対象となります。 

□公益活動中の事故で、死亡または傷害を受けたときは、次の表のとおり補償されます。 

 傷害（熱中症、食中毒を除く） 熱中症、食中毒 

死亡 ５００万円 ５００万円 

後遺障害 １５万円～５００万円 ９万円～３００万円 

入院 日額３，０００円（事故発生の日から１８０日を限度とします） 

通院 日額２，０００円（事故発生の日から１８０日までの間で通院日数９０日を限度と

します） 

 

(２)損害賠償 

□市民活動団体または責任者・指導者が公益活動中に過失により第三者の身体や物品（財物）

に損害を与え、法的な賠償責任を負ったときは、次の表のとおり補償されます。 

身体賠償 限度額 1 人につき ６，０００万円 かつ １事故につき ３億円 

財物賠償 限度額 １事故につき  １００万円 

受託物賠償 限度額 １事故につき  １００万円 

□損害賠償は、公益活動中であっても車両の所有・使用・管理に起因する事故は対象となりま

せん。 

□受託物賠償とは、公益活動中に市民活動団体の責任者・指導者が第三者から預かった物を壊

したり、なくすなどして責任を問われたときに適用されます。 

□ケースによっては、補償の対象とならない場合があります。 

 
 

手続きの流れなど詳細は我孫子市ホームページにてご確認ください。 

 

 

 

 

※我孫子市ホームページ＞くらし・手続き＞市民活動・自治会・地域コミュニティ＞市民公益活

動補償制度 
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☎０４－７１８５－１４６７（直通）  
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